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指数1(基準指数、優先順位)
	
	
	
	
	
	
	

	区分
	保護者の状況等
	基準指数
	優先順位

	1
	居宅外就労(月64時間以上)
	外勤
	週5日以上又は月20日以上
	8時間以上の就労
	10
	1

	
	
	
	
	6時間以上8時間未満の就労
	9
	2

	
	
	
	
	4時間以上6時間未満の就労
	8
	3

	
	
	
	
	4時間未満の就労
	7
	4

	
	
	
	上記以外
	8時間以上の就労
	8
	3

	
	
	
	
	6時間以上8時間未満の就労
	7
	4

	
	
	
	
	4時間以上6時間未満の就労
	6
	5

	
	
	
	
	4時間未満の就労
	5
	6

	
	
	自営
	本人
	居宅外の自営業で主たる従事者である者
	9
	2

	
	
	
	家族（協力者）
	居宅外の自営業で主たる従事者に協力している者
	8
	3

	2
	居宅内就労(月64時間以上)
	自営
	本人
	居宅内の自営業で主たる従事者である者
	9
	2

	
	
	
	家族（協力者）
	居宅内の自営業で主たる従事者に協力している者
	8
	3

	
	
	農業
	日々農作業等に従事している者
	9
	2

	
	
	内職
	8時間以上の就労
	7
	4

	
	
	
	4時間以上8時間未満の就労
	5
	6

	[bookmark: _Hlk87024418]3
	妊娠･出産
	出産前後2か月
	9
	2

	4
	保護者の疾病・障害
	概ね1か月以上の入院
	10
	1

	
	
	自宅療養を要する等保育が日常的に困難と認められる者
	9
	2

	
	
	月10日以上の通院を要する者
	7
	4

	
	
	身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者福祉手帳1級、要介護4・5
	10
	1

	
	
	身体障害者手帳3級程度、療育手帳B、精神障害者福祉手帳2級、要介護1・2・3
	7
	4

	
	
	身体障害者手帳4級以下、要支援1・2
	5
	6

	5
	同居親族等の介護・看護
	概ね1か月以上親族の入院付添に当たっている者
	10
	1

	
	
	上記以外の入院付添に当たっている者
	5
	6

	
	
	同居家族の重度障害者等の全介護(要介護4・5)
	9
	2

	
	
	常時観察と介護を要する程度(要介護3)
	7
	4

	
	
	上記以外の介護を要する程度(要介護1・2)
	5
	6

	6
	災害
	震災、風水害、火災等の災害復旧に当たる場合
	10
	1

	7
	求職
	保護者が求職活動（起業準備も含む）を行っている期間（概ね3か月間）
	6
	5

	8
	就学
	保護者が就学（職業訓練校等における職業訓練を含む）をしている場合
	8
	3

	9
	虐待・ＤＶ
	虐待やＤＶのおそれがあり、在宅で健全な保育を受けられない場合
	8
	3

	10
	育児休業
	育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要である場合
	5
	6

	11
	特例
	その他、上記に類する状態として町が認める場合
	状況判断




指数2(調整指数)
	区分
	保護者の状況等
	調整指数

	1
	世帯の
特殊事情
（加算）
	ひとり親家庭
	10

	
	
	生活保護世帯
	5

	
	
	障害者(児)がいる世帯
	2

	
	
	保護者が保育士、幼稚園教諭、保育教諭として勤務している世帯
	8

	
	
	兄弟姉妹が同一のこども園の利用を希望している世帯(休職中の場合を除く)
	3

	2
	就労日数等
（減算）
	月16日～20日
	自営業、農業、内職等の月の平均日数の実態による
	－1

	
	
	月15日以下
	
	－2

	3
	同居者有
（減算）
	60歳～64歳
	同居の親族、その他の者が、就労以外の理由で十分保育ができないと主張しているもの(町において保育できると認定された場合を除く)
	－1

	
	
	
	
	－2



注）
　この表の適用に当たっては、まず、1～10の基準指数のいずれかに該当しているかを調べ、これに対応する基準指数を把握する。
　なお、調整指数に該当する世帯であるときは、その該当事項に対応する調整指数を把握し、上記基準指数と合算する。
　原則として、基準指数の多い事項が入園措置の優先度が高いことを示すものである。
